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習志野市からだ・心・歯の健康づくりを推進し、地域社会全体で個人の健康を支え

守るための社会環境の整備に取り組むまちづくり条例（案）  

 

 健康なまちとは、市民一人ひとりが健康に対する意識を高め、主体的に行動するとと

もに、いきいきと安心して幸せな生活を送ることができる地域社会のことである。  

 このような地域社会の中で人や地域を愛し、健康づくりを楽しみ、その活動を通して

生命の大切さを知り、人生の意義を学び、幸福を実感できることは、いつの時代であっ

ても全ての市民にとって共通の願いである。  

健康なまちづくりを推進するためには、個人の健康観が、性別や年齢、生い立ち、生

活環境によって多様であることを考慮し、あらゆる分野と立場において健康を意識した

施策及び活動に取り組み、個人が行う健康的な生活習慣づくり及び健康を支え守るため

の社会環境の整備を連携及び協働しながら行うことが求められる。  

 このような認識に基づき、健康なまちづくりについての基本理念を明らかにし、必要

な事項を定めることにより、全ての市民が生涯にわたっていきいきと安心して幸せな生

活ができる健康なまちづくりを、総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定す

る。  

（目的）  

第１条  この条例は、健康なまちづくりを推進するため、その基本理念を明確にし、市、

市民、市民活動団体、事業者及び健康づくり関係者の責務を定めることにより、それ

ぞれが連携及び協働して、健康なまちづくりに取り組み、もって全ての市民が生涯に

わたっていきいきと安心して幸せな生活ができる社会を築くことを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。  

(１ ) 健康なまちづくり  市民が自らの健康に積極的に関心を持ち、心身の状態をよ

り良くするための個人の健康づくりに取り組むこと及び地域社会全体が個人の

健康を支え、守るための社会環境づくりに取り組むことをいう。  

(２ ) 市民活動団体  地縁型組織、特定非営利活動法人その他の市民等で構成される

営利を目的としない団体で、主に市内において活動を行うものをいう。  

(３ ) 事業者  市内に事業所又は事務所を有し事業を行う法人又は個人をいう。  
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(４ ) 健康づくり関係者  医療保険者、医療機関、教育機関その他個人の健康づくり

に関する活動を継続的に行うものをいう。  

（基本理念）  

第３条  健康なまちづくりは、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。  

(１ ) 市民は、自らの健康に積極的に関心を持ち、心身の状態をより良くするよう、

主体的に取り組むよう努めなくてはならない。  

(２ ) 市、市民活動団体、事業者及び健康づくり関係者は、社会環境が個人の健康に

与える影響に鑑み、市民が継続的に健康づくりを楽しめるよう、地域社会全体と

して個人の健康を支え、守るための社会環境の整備に連携及び協働して取り組む

よう努めなくてはならない。  

（連携及び協働）  

第４条  市、市民、市民活動団体、事業者及び健康づくり関係者は、次条から第９条ま

でに規定する責務を踏まえ、相互に連携及び協働を図り、健康なまちづくりに関する

施策又は活動を実施するよう努めなくてはならない。  

２  市は、健康なまちづくりの推進を図るため、国、他の地方公共団体等との連携及び

協働に努めなくてはならない。  

（市の責務）  

第５条  市は、長期計画、その他各種施策に関する計画を策定し、これを推進するに当

たっては、第３条の基本理念を踏まえて行うものとする。  

（市民の責務）  

第６条  市民は、基本理念にのっとり、健康なまちづくりに関する理解を深め、健康的

な生活習慣の確立に取り組む等、個人及び家族の状況に応じた健康づくりを積極的に

行うよう努めなくてはならない。  

（市民活動団体の責務）  

第７条  市民活動団体は、基本理念にのっとり、健康なまちづくりに関する理解を深め、

自らの活動を通して、健康なまちづくりに寄与するよう努めなくてはならない。  

２  市民活動団体は、他者が行う健康なまちづくりに関する活動及び市が実施する健康

なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなくてはならない。  

（事業者の責務）  

第８条  事業者は、基本理念にのっとり、健康なまちづくりに関する理解を深め、自ら
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の活動を通して健康なまちづくりに寄与するとともに、従業員及びその家族の健康づ

くりのための職場環境の整備に努めなくてはならない。  

２  事業者は、他者が行う健康なまちづくりに関する活動及び市が実施する健康なまち

づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなくてはならない。  

（健康づくり関係者の責務）  

第９条  健康づくり関係者は、基本理念にのっとり、健康なまちづくりに関する理解を

深め、自らの活動を通して保健指導、健康診断、予防接種その他の保健医療に関する

正しい情報を提供し、公平に保健医療に係るサービスの提供を受けられるよう努めな

くてはならない。  

２  健康づくり関係者は、他者が行う健康なまちづくりに関する活動及び市が実施する

健康なまちづくりの推進に関する施策に協力するよう努めなくてはならない。  

 （基本計画）  

第１０条  市長は、健康なまちづくりの推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」

という。）を策定する。  

２  基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

(１ ) からだの健康づくりに関すること。  

 (２ ) 心の健康づくりに関すること。  

(３ ) 歯及び口腔
こうくう

の健康づくりに関すること。  

(４ ) 個人の健康を支え、守るための社会環境の整備に関すること。  

（からだの健康づくり）  

第１１条  市は、からだの健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するも

のとする。  

(１ ) 基本的な生活習慣の形成、健康の保持及び増進並びに生活習慣病予防、介護予

防、感染症予防その他の疾病予防のために必要な健康診査、健康教育、予防接種

等の事業並びに知識の普及及び啓発に関する施策  

(２ ) 薬の適正使用等薬に関する正しい知識の普及及び啓発に関する施策  

(３ ) 望ましい食習慣の形成及び食育の推進を図るために必要な教育、相談等の事業

並びに知識の普及及び啓発に関する施策  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施策  

（心の健康づくり）  
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第１２条  市は、心の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施するものと

する。  

(１ ) 心の健康の保持及び増進並びに自殺の予防を図るために必要な情報提供並び

に知識の普及及び啓発に関する施策  

(２ ) 心の健康に係る相談及び支援に関する施策  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施策  

（歯及び口腔
こうくう

の健康づくり）  

第１３条  市は、歯及び口腔
こうくう

の健康づくりの推進を図るため、次に掲げる施策を実施す

るものとする。  

(１ ) 生涯にわたる歯及び口腔
こうくう

の健康づくりの推進、口腔
こうくう

機能の維持及び向上のため

に必要な事業並びに知識の普及及び啓発に関する施策  

(２ ) 歯科健診及び歯科治療を受けることが困難な者に対する歯及び口腔
こうくう

の健康づ

くりの推進に関する施策  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施策  

（個人の健康を支え、守るための社会環境の整備）  

第１４条  市は、個人の健康を支え、守るための社会環境の整備を図るに当たり、次に

掲げる施策を実施するものとする。  

(１ ) 市民の健康的な生活に影響するあらゆる分野における健康格差の縮小につな

がる施策  

(２ ) 地域社会における人と人とのつながりに関する施策  

ア  人々が相互に信頼し、協力できる地域社会の構築に関する施策  

イ  市民の主体的な社会参加の促進に関する施策  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた施策  

（健康なまちづくり審議会）  

第１５条  市長は、健康なまちづくりを推進するため、健康なまちづくり審議会（以下

「審議会」という。）を置く。  

２  審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び健康なまちづくりに関する事項を調査

審議するものとする。  

３  前２項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。  
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（委任）  

第１６条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際、現に健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項

の規定により定められている計画は、第１０条第１項の規定により定められた基本計

画とみなす。  


